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論文題目 中世後期の日中関係史研究―「入明記」からみる遣明使節の外交及び貿易活

動 

氏名   オラー・チャバ（Olah Csaba） 

 

１．研究背景 

本稿は、室町時代に日本から中国（明朝）へ派遣された遣明使節の旅行記録である「入

明記」を考証し、遣明使節の中国における外交活動及び貿易活動の実態の解明に迫るこ

とを目的とする。 

日本対外関係史の分野では、日明関係をテーマにした研究が多く、「環シナ海域」・「環

日本海域」という地域設定と、「外交機関としての五山僧」という外交史の設定が提示

された影響で、一九八〇年代以降に特に活発になってきた。五山僧が重要な役割を果た

した日明関係に関する研究は、日本の政治史・地方史・禅宗史という視覚からのアプロ

ーチが主要であり、「日本国内」にフォーカスを当て、主に日本政治史、禅宗史、地方

史という文脈で、日本と明朝との関係を考察してきた。それにより、遣明使節の中国で

の活動の前提となる、幕府（将軍）・寺社・大名といった勢力の遣明使節派遣との関わ

りや、遣明使節派遣に与えた影響に対する理解が深まった。 

しかし、入明記という史料群の分析は、長い間ほぼ手付かずの状態におかれ、遣明使

節の中国における活動に関しては研究が進展してこなかった。 

 

２．研究動向 



明代における異国と中国との交流は、明朝が定めた外交制度の範囲で行われ、異国の

君主（国王）が派遣した、正式な朝貢使節（遣明使節）の入国しか認められなかった。

日本遣明使節は、様々な社会層（武家、僧侶・寺社、商人）の協力によって派遣の準備

が行われた。このように準備されてきた遣明使節は、中国で外交と同時に貿易活動を行

ない、その活動について入明記のなかに記されている。 

近年、入明記と遣明使節を対象とする研究は増えつつあり、入明記のテキスト刊行も

行われてきている。ただし、入明記に基づいて遣明使節の中国における活動を体系的に

考証した研究は十分とは言い難い。また、入明記の日記の部分と書状の部分を歴史材料

として使用し、遣明使節の活動を当時の中国の制度に照らしつつ分析する研究も希少で

ある。 

そこで本稿では、日本遣明使節の中国での活動の解明を目的として、入明記というコ

ーパスを正面から分析し、研究のフォーカスを「日本国内」から「中国」へ移し、他の

朝貢国との比較も視野にいれつつ、遣明使節の活動を中国の外交体制とあわせて考察す

る。本稿で遣明使節の中国での活動について解明してきた成果は、中世後期の対外関係

史研究の全体像を検討するうえで、重要な意義を持つものと考える。 

 

３．研究成果のまとめ 

本稿では、遣明使節の外交及び貿易活動について、以下のようなことが解明された。 

まず、外交活動及びそれに伴う日常的職務について述べる。 

中国側の史料と入明記を検討した結果、役者の職務の範囲を次の三つに分類すること

ができる。第一は、外交・朝貢に関連する職務であり、これには貢物点検の時に証人と

して参加すること、中国外交儀礼を習得すること、皇帝と謁見すること、朝貢と国書を

奉じることなどが含まれる。第二は、貿易活動に関連する職務で、これには日本人が困

難に遭った時に適切な措置を取り、明側の官僚と折衝し、商品の値段や商人との摩擦な

どの問題を解決すること、回賜の量を増やすことなどがある。第三として、滞在中の明

側待遇の交渉に関連する職務があり、これには滞在中に発生した食糧や宿泊、設備など

に関する問題を明官僚に伝えて解決することなどが含まれる。 

また、外交活動の一部である、役者による外交文書作成及び役者が作成した外交文書

の内容と様式については、次のような結論に至った。まず、役者が中国の官吏に宛てた

外交文書の内容は、①明側の使節に対する待遇の改善を訴えるもの、②貿易と回賜に関

するもの、③外交事務に関するもの、という三つの課題に分類することができる。また、

「現地外交」（＝遣明使節が中国で行なった外交活動）の場合は、国家間外交と同様の

上下構造が見られることが解明された。現地の上級官庁や上級官吏が役者に出した文書

は全て下行文であった。つまり役者その他遣明使節のメンバーは下級に置かれており、

中国国内の下級機関・下級官吏と同様に扱われていた。役者も、中国のルールに従って、

上行文を通じて明の官吏や官庁と連絡を取る他なかった。 

役者が出した文書は、基本的に中国の書簡様式で作成されたが、中国の呈文という公



文書様式の影響も受けている。しかし、役者は、公文書を執筆する教育は受けていなか

ったため、明側に宛てた文書を禅僧として馴染みのある中国の書簡様式で書いたが、上

行文の呈文で使われる「呈」を取り入れたり、文書の最後に「伏乞」、「乞」などの上行

文の言葉を用いたりすることによって、明側が認める呈文という上行文を書くことがで

きた。 

次は貿易活動とそれに関連する貨物検査について述べる。 

遣明使節は、寧波への到着後に上陸し、遣明船から貨物が陸揚げされた。中国で朝貢

品を収め、貿易を行なう前には、陸揚げされた貨物の点検が必要であった。本稿では、

寧波における盤験という検査について考察し、陸揚げの後に進貢物・附搭貨物を対象に

数日間或いは数週間に渡り行われ、日本使節のメンバーと地方の高級官吏も参加し、日

本使節側の儀礼も重要視されていた、明側にとって重要な検査であったことが明らかと

なった。次に、比較史的視点から、『福建市舶提挙司志』での琉球使節の貨物検査を検

討し、その結果、琉球使節が福建に到着した際、市舶司と三司の官吏をはじめ現地の各

官吏が集まり、会盤が行われ、専門の職人がすべての貨物を弁験したことが分かった。

弁験は、琉球使節のどの貨物を官買するかを決めるために行われ、商品の品質を判断す

る作業であった。日本使節と琉球使節の貨物検査を比較することにより、盤験は会盤と

同様に、貨物を検査してその品質を判断する作業であることが明らかになった。また盤

験は会盤と同様に、官買の支出を抑える一つの手段だったことを指摘した。さらに、入

明記に散見する「点検」については、『笑雲入明記』・『初渡集』・『福建市舶提挙司志』

にある貨物検査の記述を比較して解釈を試みた結果、盤験と同様の意味で使われる場合

と一般的な「検査」という意味で使われる場合があるという結論を得た。 

遣明使節の貿易活動といえば、私貿易が最も重要な要素であったと考えられる。私貿

易は、他の異国使節と同様に、市舶司の行人や現地の牙行（ブローカー）を通じて行わ

れたが、貿易が可能な時間は限られており、中国人に騙される可能性もあった。 

天文七年遣明使節の、寧波や寧波―北京間の移動途中で行われた交易について検討し

た結果、当時の遣明使節はしばしば「無藉の牙行」や「奸貪の徒」との取引を一切しな

いよう、明官人に注意を呼びかけられていた。その背景には、悪徳の牙行や奸人による

詐取・詐欺事件があり、日本使節を含め様々な異国使節が明代においてそれによって悩

まされてきたという、当時の「貿易環境」の実態、特に明側の警告の原因となった貿易

の危険かつリスクのある側面が明白になった。 

さらに、明側が正式に認定した牙行を経由して行われた私貿易、蕭一観という牙行と

日本使節との商取引について考察し、牙行との私貿易による商取引のプロセスを復元し

た。牙行による貿易以外の商品購入については、寧波での商品購入の一部は、日本使節

が交流していた文官・文人・僧侶によって実現されたが、牙行貿易より規模が小さいも

のであった。 

嘉靖二十七年（一五四八年）遣明使節の外交・貿易活動に深く関わっていたのは、本

稿で取り上げた浙江巡撫の朱紈であった。 



本稿では、朱紈の文集『甓余雑集』、『嘉靖公牘集』、『再渡集』を検討し、次のような

状況を明らかにした。朱紈は、「夷人」と中国の「姦人」の間にしばしば起きる貿易ト

ラブルについて調査し、「夷人」は、中国の商人や牙行に騙されることが多いことを知

った。そこで彼は、遣明使節が、以前から異国使節にとって大きな問題だった牙行や商

人による詐取事件の被害に遭わないように、遣明使節を守る対策を講じ、「信票」によ

る取り締まりを提案した。そして、彼の提案の通り、「信票」と照合するために必要な

「号簿」が遣明使節に与えられた。「信票」は、浙江における対外貿易の対策として新

しい試みであった。朱紈は浙江（寧波）での対外貿易の現状を不満に思っていたため、

信票制度によってそれを改善し、掛け売り・掛け買いによる詐欺をなくそうとしていた

のである。 

また本稿では、嘉靖二十七年に遣明使節が寧波滞在中に起きた、同じく朱紈と関わり

のある、投書及び金銭詐取事件に注目した。これらの事件を復元した結果、まず朱紈の

国内政治における活動の一面、即ち巡撫として浙江按察司と共に事件の捜査と官僚に対

する追及を行ったことが分かった。これにより、寧波にいる官僚の公務不履行と奸人と

の癒着の実態がより詳細に確認され、朱紈と官僚の対抗関係を具体的な事実によって裏

付けられた。朱紈が行った一連の取り締まりは、官僚のモラル改善と庶民の官僚に対す

る信頼回復を意図したものであった。 

さらに、二つの事件を巡る朱紈の遣明使節への対処過程とともに、遣明使節の寧波で

の活動の様子もらかになった。遣明使節への対処を任された朱紈は、嘉賓館の警備を万

全にし、奸人問題を警告し、遣明使節が商取引の時に被害に遭わないように努めた。し

かしながら、遣明使節のメンバーが朱紈の警告に従わず奸人と密かに接したため、結局

以前の遣明使節と同様に金銭詐取の被害に遭ってしまうのである。 

以上のような、明における遣明使節の外交・貿易活動の様相を見ると、遣明使節とそ

の中心となった役者は、中国で、官吏との対面、貨物検査、貿易、皇帝との謁見など、

様々なレベルの場面での対応及び解決する能力が求められた。だからこそ、遣明使節の

派遣は、蔭凉軒主が幕府奉行人や他の五山僧とともに行った人選が大前提となった。 

そのため本稿では、遣明使節派遣の前提となる、遣明使節の準備過程のなかで最も重

要であった役者人選に注目し、『蔭凉軒日録』の明応二年遣明使節の準備に関する記述

を取り上げ、文明十八年から明応二年までの間に蔭凉軒主亀泉集証が中心となって進め

られた役者人選について考察した。その結果、当時の人選過程を復元することができた

とともに、人選が途中で二転三転した理由として、役者の健康問題や年齢のほか、詳細

ははっきりしないものの、役者候補者が大内氏との関係のために辞退した事例や、土官

に俗人を任命するという先規に対する蔭凉軒と幕府の認識のずれなどを指摘した。また、

役者人事に際して、なんとか遣明使節のメンバーになろうと、自薦者や虚言者が現れて

いることが興味深い点の一つとして挙げられる。 

このような人選により「然るべき仁体」、つまり役者となる適切な人材が選ばれたわ

けである。「日本国王」の代表として外交任務を明の規則通りに順調に遂行し、経営者



や遣明船と関わりのある商人・寺社・大名の貿易利潤を確保するためには、その能力の

ある人材が必要であった。同時に、中国側の待遇が問題になった時に、中国側に「愁訴」

し、反対の意を示し交渉できる人材が求められていた。蔭凉軒の人事で役者になった五

山僧や俗人にとっては、明側との交渉が主な任務であり、その日常的な苦悩は入明記か

らにじみ出ている。 

本稿では、明の外交体制と照らしながら、遣明使節の明における外交・貿易活動、お

よび明側の対応について、その実態にせまり、またそうした経験を通じて日本側に蓄積

された遣明使節派遣に関する外交慣習を論じてきた。ただし、本稿でも一端が示された

ように、遣明使節の中国での活動と、出発前の日本における人選は切り離して考えるこ

とができない。今後の研究では両面からの総合的な検討をさらに進める必要があると考

えている。 

 


